
経営発達支援計画の概要 

実施者名 新居町商工会 

実施期間 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日 

目標 

人口減少による需要の縮小と、経営者の高齢化による廃業の増加等小規

模事業者を取り巻く環境は厳しい。新居町商工会は地域経済の発達に不

可欠な総合的経済団体として、小規模事業者の持続的発展を支えるため、

中長期的な視点に立って、行政や金融機関・支援関係機関等と緊密に連

携し、経営課題の解決のための伴走型の支援を行っていく。また地域経

済の活性化が個々の事業所の活性化に直結するため、新居関所を中心と

した観光誘客事業を湖西市と連携しながら進めていく。 

事業内容 

経営の状況の分析に関すること 

 繁盛店づくりセミナーやよろず支援拠点等を活用した個別相談会や年

間３，０００件に及ぶ巡回指導を通して個別事業所の経営課題を洗い出

し、経営の分析結果を事業者の経営改善実施に生かしていく。 

市場調査支援・経済動向の把握に関すること 

 巡回指導による情報の収集や地域経済団体の統計情報・地元金融機関

との連携の中で得られた情報を共有ファイルに蓄積管理していく。 

 毎年開催している経営革新塾を今後も継続的に実施する。地域内の小

規模事業者に対し、経営革新の取得までの指導を行うとともに、進捗状

況の確認・実施を支援していく。 

事業計画書策定・実施支援に関すること 

 経営指導員の毎月の巡回訪問の充実を図り、地域内の小規模事業所の

経営実態の把握に努める。県商工会連合会の実施する小規模企業景気動

向調査等を指導に活用していく。繁盛店づくり支援事業を通じて小規模

事業者の経営課題を分析し、事業継続に不可欠な計画の策定・実施を支

援していく。金融面では、日本政策金融公庫のマル経の活用を支援する。

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 金融機関や支援関係機関と連携し、関係機関の主催する販路拡大のた

めの商談会・ビジネス交流会に地区内の小規模事業者の出展を促してい

く。情報発信力の弱い小規模事業者に対しては商工会の持つパブリシテ

ィの機能を十分に発揮して販路拡大の支援をしていく。 

地域経済の活性化に資する取組み 

 観光誘客の増加を目的に地域ブランドの“プリ丸”を使った牡蠣小屋

事業の継続展開を行っていく。また、湖西市と協力し浜名湖オンパク事

業を立ち上げる。このオンパク事業による地域起こしにより新居関所入

場者数の増加を図るとともに周辺商店街の賑わいの創出に繋げていく。

（牡蠣小屋の入場者目標は１５,０００人以上） 

連絡先 

新居町商工会   住所 静岡県湖西市新居町新居３３８０－８ 

電話番号 053(594)0634  FAX 番号 053(594)5984 

メールアドレス arai-s@tokai.or.jp 

 



（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 新居町商工会の存立している地域は、かつて東海道の宿場町として栄えた歴史と文化

を誇る町である。海面漁業を中心とした一次産業と商工業の融和した活気あふれる町で

あったが、近年は人口減少のスピードは速く、需要の縮小と経営者の高齢化の影響を直

接受けて廃業が増えるなど、小規模事業者の経営はかつてないほど厳しい環境に置かれ

ている。 

 若者の都会への流出の動きは顕著で、商工業における後継者不足が課題となってい

る。しかも、現役世代の事業者の中には、将来に対する危機感を共有する動きも見られ

地域の経済団体である商工会に対する期待は大きい。 

 上記のような地域の実情、課題を踏まえ、静岡県、湖西市、地域金融機関その他支援

機関と連携を強化し小規模事業者の持続的発展の支援を行っていくことが喫緊の課題

となっている。 

 新居町商工会は永年、創業から事業承継までをサポートするセミナーを継続的に開催

してきた。また、個別事業所の経営課題を解決するには、地域全体の面的な活性化が必

要との認識を共有している。地域の元気を取り戻すためにも、創業の支援に一層力を注

ぐとともに、現在厳しい状況に置かれている事業者に寄り添った販売促進等の支援を行

っていく。地域の実情を分析し、小規模事業者の持続可能な経営計画策定の支援にも全

力で取り組んでいく。 

 また、新居町は全国で唯一現存する関所があるが、観光拠点としての情報発信力が弱

く観光交流客数も伸び悩んでいる。地域の歴史・伝統文化を生かし次世代に継承するた

め、パブリシティの機能を担う商工会としてホームページ、ソーシャルメディア等の IT

を活用した需要の開拓にも積極的に取り組んでいく。 

新居町商工会としては、行政・地元金融機関・支援関係機関等を結び、小規模事業者

と地域経済の発達に不可欠な総合的経済団体として地元商工業者の経営発達を支援し

ていく。年間３，０００件に及ぶ経営指導員の巡回により、小規模事業者個々が抱えて

いる経営課題を把握し経営改善のための指導を積極的に行っていく。 

 そして、湖西市の目指す“産業の発展や交流による活力あるまち”“歴史・伝統・文

化を生かし次世代に継承するまち”（新・湖西市総合計画）の将来像をめざし長期的な

展望に立って、地域内の個々の商店の魅力の向上・商店街の活性化の推進を地域経済団

体として積極的に推進し次世代に継承していく役割を担っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日） 

  小規模事業者振興基本法の施行により小規模事業者を取り巻く環境が大きく変化

する事が予想されるため短期（３年間）の計画とし、３年間の実績、経済動向等を

見て新たな計画を策定する。 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

１．経営発達支援事業の内容 

Ⅰ.地域の経済動向調査【指針③】 

・現状と課題 

  湖西市内の事業所総数は平成２１年度２，６２１件が直近経済センサスの統計資料

（平成２４年度）によると２，３９６件になり、▲２２５件大幅に減少している。こ

れは、人口の減少と事業主の高齢化による廃業が主因となっている。地域経済の活力

を取り戻すことが喫緊の課題で、そのためには地域経済の動向把握が何よりも重要で

あるため以下の経営発達支援事業を行っていく。 

【現状の取組み】 

小規模企業景気動向調査（実施主体・静岡県商工会連合会）、により地域の経済

動向を経営指導員が直接事業所に出向き調査する。調査によって得られた情報は

管理者ミーティング（局長・課長・経営指導員２名計４名で毎週１回開催）で整

理、分析し地域経済の課題を抽出する。調査結果は、毎月商工会に開示されてお

り指導員の巡回指導時・窓口相談等に活用している。 【指針③】 

＊小規模企業景気動向調査の内容（項目） 

 所定調査票に基づく経営指導員によるヒアリング方式 

 業況/売上/仕入単価/採算/資金繰りの質問項目に対するＤＩ値を集計する。 

【既存事業の改善】 

静岡県の西部地域の景気動向については、景況レポートとして静岡県西部地域

しんきん経済研究所から調査結果が提供されている。県西部地域の経済動向がよ

り詳細にわかり、業種ごとのＤＩ値や今後の県西部地域の経済の見通し・トピッ

クス（消費税の影響）などが四半期ごとに開示される。特にピアノ・二輪車製造

業、農林水産物など地場産業の情報が提供され小規模企業景気動向調査とあわせ、

巡回指導・窓口相談に活用していく。【指針③】 

（目標）     

項目 現状 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

商工業者数（件） ７９４ ８００ ８００ ８００

小規模事業者数（件） ５６５ ５６７ ５６８ ５６９

巡回指導件数（件） ３,０７２ ３，０００ ３，０００ ３，０００

 

*参考 巡回指導実績 平成２３年度 ３,２０８件（指導員２名） 

            平成２４年度 ３,１９２件（ 同上  ） 

     巡回指導件数は経営指導員一人当たり年間１，５００件の目標 



 

Ⅱ．経営分析・需要動向の調査【指針①、③】 

・現状と課題 

  静岡県の商業統計調査報告書によると、湖西市の商店数は、平成１１年度には７６

１件あったものが平成１９年度には５７８件と８年間で１８３件も減少している。ま

た、市町村合併前の旧新居町の件数を見ても、商店数の推移は、平成１１年度２６１

件、平成１９年度には１９６件と６５件も減少している。近隣に大型ショッピングモ

ールが出店する等、地域で生業として商売を続けてきた小規模事業者にとって非常に

厳しい環境に変わってきている。地域経済の持続的発展の鍵を握るのは、個々の商店

の活性化を図ることであり、新居町商工会は、この課題解決のため平成２５年度から

続けている、繁盛店づくり支援事業を今後も精力的に行っていく。 

【現状の取組み】 

・繁盛店づくり支援事業           

当地域内の問題点として、①高齢商店主の増加②空き店舗の増加③地域顧客の高齢

化④大型店・量販店・コンビニ・インターネット販売などとの競合等が挙げられる。

消費者は幅広い選択肢の中から最適なものを選定・購入する。その点から品揃え

の少ない現在の小型商店街にとっては厳しい環境。消費者が何を求めているのかを

的確に把握し対処すべきであるのは十分承知しているが、それができていない状況

である。昨年、一昨年度本事業に応募し繁盛店づくりの取り組みを実施したが、参

加してもらった店舗にはとてもよい刺激を与えることが出来た。しかし、この『刺

激・気づき』をもっと広範囲（商業者）に広めることが、われわれにとって必要で

あると判断し、本事業を行う。 

(事業内容) 

（１）個店・商店街・地域を取り巻く環境の変化、環境変化に対応した繁盛店づく

りのポイントを理解・体得するための繁盛店づくりセミナー(年１回)の開催。セ
ミナー参加者に対しては講師の指導の下、経営指導員が中心となって、個々の

事業所の課題を解決するための経営改善指導や臨店による現場改善指導など事

後のフォローアップを行う。また静岡県よろず支援拠点を活用した個別相談会

の開催を行う。【指針①】 

  （２）地域の経済動向を踏まえ、小規模事業者の販売する商品・サービスの内容（商

品のラインナップ・商品の展示方法・ＰＯＰ・接客等）が地域の需要に沿って

いるか経営分析を行う。分析する情報には、年間３，０００件に及ぶ経営指導

員の巡回指導で収集した情報や地域経済団体の統計情報・金融機関等との連携

の中で得られた情報等がある。得られた情報は地区別、業態別、時系列での分

析し指導員が使用できる共有ファイル上に世代管理し、いつでも使用可能なデ

ータとして管理し巡回指導・窓口相談に活用していく。【指針③】 

  参考 

＊商業・サービス振興事業の実績（過去２年間の事業） 

   今年の繁盛店づくり実践セミナー（事業期間５ヶ月・全体会６回・臨店研修４回）

    （目的）１．個店の魅力づくりのために必要なノウハウ・知識の提供 

        ２．個店の魅力づくりに必要な人材育成及び組織力向上 

        ３．個店の魅力情報の発信 



 

【既存事業の改善】 

分析した結果は個店の経営指導に活用し、モデル店舗となって他の小規模事業

者への波及効果を促していく。小規模事業者自らが自発的に繁盛店づくりに取組

み、地域商店・商業者全体を牽引する新たな人材を育成する。そして、その効果

を点から面へ拡大し商店街全体の活性化を図る。新たに商工会商業部内に委員会

を発足させ、これまでに専門家の経営分析・改善指導を受けた店舗を中心に参加

店舗を募り、地域に即した繁盛店づくりの取組みを行う。 

 

（目標） 

項 目 現状 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

個別支援企業数 ３事業所 ４事業所 ５事業所 ６事業所 

 

Ⅲ．経営計画の策定。実施支援【指針②】 

・現状と課題 

  先にあげたように、事業所数・商店数の減少等による地域経済の疲弊の影響は、地

域内で事業を継続していく小規模事業者の個々の営業努力だけでは乗り越えること

が困難な課題を抱えている。経営者が日常の営業活動に追われ課題解決の糸口を掴め

ない状況にあることも多い。また、過去の業績を分析し、今後の経営計画を策定して

いくには商工会や商工会と専門家が連携を取った支援が必要となる。 

（事業内容） 

【現状の取組み】 

(1)消費者ニーズの多様化、価格競争の激化、情報化など、中小企業を取り巻く経営

環境は大きく変化しているため、企業は、消費者のニーズに合った新商品･新サー

ビスの開発などにより経営の向上（経営革新）を図る必要がありそれらをサポート

するためのセミナーの開催。【指針②】 

(2)これまでに培った経営ノウハウや技術を生かし、新商品の開発 又は生産、新サ

ービスの開発又は提供、生産方式又はサービスの提供方式の開発等の経営革新のた

めの個別相談会の実施。【指針②】 

(3)経営革新承認のための計画書の作成についてアドバイスを行う。【指針②】 

(4)経営計画の進捗状況を毎月定期的巡回訪問により確認し指導していく。【指針②】

【既存事業の改善】 

計画の進捗状況を確認するためのフォローアップ会議を開催し指導していく。  

（１） 計画的な巡回指導により、経営計画の策定対象事業所の掘り起こしを行うと共

に、計画策定後の事業所についても計画実施上の問題点の早期対応のためにフォ

ローアップ会議を定期的に開催し対応していく。【指針②】 

（２） 事業計画の策定・実施支援をする小規模事業者に対しては日本政策金融公庫の

マル経融資制度の拡充（小規模事業者経営発達支援融資制度）によって、資金繰

り改善への提案が出来るようになることから、この制度を積極的に活用し金融面

の支援を積極的にしていくと共に制度利用後のフォローも徹底していく。 

【指針②】 

 



 

（目標） 

支援内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

経営革新塾開催回数 ８回 ８回 ８回 ８回 

経営革新取得数 １件 ２件 ２件 ３件 

セミナー参加人数 １０名 １５名 １５名 １５名 

 *参考  新居町商工会経営革新塾の実績 

      平成１５年スタート 今年（平成２６年）で１２年の実績 

      のべ開催回数１１６回   

      経営革新承認のべ件数 ２５件（平成２６年１２月現在） 

 

Ⅳ．創業・事業承継支援【指針②】 

・現状と課題 

   商工業経営者の高齢化と後継者不足による廃業により、事業者数の減少が大きな

問題になっている。そのため、地域における小規模事業者の持続的な発展を支援す

ることが急務となっている。また、地域の持続的な発展のため新規事業者を育成し

ていくことも課題となる。その課題解決のため事業承継・創業の各セミナーを開催

し伴走型の支援を継続していく。 

（事業内容･事業承継） 

【現状の取組み】 

事業承継というと、後継者の育成や税務対策・資金面等課題が多い。そのため、

網羅的な講座ではなく毎年メインテーマ（具体的には、平成２３年度は『自社分

析』、平成２４年度は『問題解決』、平成２５年度は『組織づくり・組織マネジメ

ント』、平成２６年度は『経営計画作成』）を決めて、その分野を掘り下げていく

事業承継セミナーを毎年１回実施する。 

対象者は主に、新居地域及び周辺地域の小規模事業者・後継者・経営幹部とす

る。具体的な指導内容としては、経営者に必要なリーダーシップ・判断力・将来

に対する洞察力・実行力・営業力・経理能力・コミュニケーション能力・論理的

思考力など事業承継者に求められる能力を開発することを主眼とする。広報活動

としては、巡回指導時の案内のほか、毎月の会報・新聞折込チラシの活用やＨＰ

への掲載をしていく。 

【既存事業の改善】 

小規模事業者からの事業承継の相談があった場合には税理士・司法書士等の専

門家につなぐとともに、静岡県事業引継支援センターと連携し事業者を支援して

いく。 

（事業内容・創業支援等） 

【現状の取組み】 

近い将来創業・起業を考えている方の各種相談の受付と、創業のための具体的

な手続きをサポートするためのセミナーを全１０回開講し、支援を行う。西遠地

区の他商工会と連携し共催をしていくとともに、支援機関である地元金融機関と

の連携も図っていく。【指針②】    



 

   ＊創業塾の指導内容 

   ・実績ある講師陣による講座９回（各 2.5 時間）と受講者による創業プランの

発表会１回（３時間） 

   ・起業に必要な手続き・起業計画書作成・先輩に学ぶ起業のポイント等の指導

   ・地元金融機関による資金調達の方法のアドバイス（金融機関との上手な付き

合い方） 

【既存事業の改善】  

創業塾生はセミナー終了後も講師と協力してフォローアップを行い、創業する

までしっかりサポートする。日本政策金融公庫の創業資金の活用を提案したり、

地元金融機関の融資相談窓口に紹介するなど金融面のサポートも丁寧に行う。 

東海税理士会税理士による毎月の税務相談会を利用し税制面の相談に応じて

いく。また地元で開業している社会保険労務士による労務管理セミナーを活用し

雇用問題等の相談に応じていく。【指針②】 

 

（目標） 

支援内容 現状 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

創業セミナー参加人数 １３名 １５名 １５名 １５名

内創業者数  ３名 ４名 ５名 ６名

事業承継塾参加数 １０名 １５名 １５名 １５名

労務・税務ｾﾐﾅｰ参加数 １３名 １５名 １５名 １５名

  ＊参考 

 創業塾は平成１５年から連続開催   のべ受講者数 １３４名 

                   うち創業者数  ４６名 

 事業承継塾は平成２０年から毎年開催 のべ受講者数  ７１名 

 

 

Ⅴ．販路開拓支援【指針④】 

【現状の取組み】 

   地域の特産品を販売拡大していくには、個別の事業者の販売努力だけでは困難な

場合が多い。優れた技術や優れた商品を持っていても、情報発信力の弱い地元の小

規模事業者を他の事業者と結ぶため、地域内の支援機関の開催する商談会・ビジネ

ス交流会を通じ異業種交流を進めたり販路拡大を積極的に支援していく。 

【既存事業の改善】 

経営指導員が、巡回指導の中で、特色のある商品・技術を持った地元の小規模事

業者の情報を掴みデータを管理蓄積していく。そして、パブリシティの機能を持っ

た商工会がマスコミに新商品や新技術の情報発信をしたり、商工会のＨＰ等で情報

発信のサポートをすることにより販路拡大支援の役割を積極的に担っていく。 

(事業内容) 

地域支援機関と連携し支援機関の主催する販路開拓のための商談会（湖西テクノ

フェア・信金ビジネスマッチングフェア）に地区内の事業者の出展を促していく。



【指針④】 

【既存事業の改善】 

販路拡大の商談会の情報は、行政・地元金融機関・市内商工団体及び関係支援機

関等を結び、新居町商工会が指導員による巡回指導、毎月発行する会報、ＨＰ等で

積極的に発信していく。湖西テクノフェアに新居町の特産品を積極的に出品しＰＲ

強化していく。 

湖西市（旧新居町）と友好関係のある長野県木曽町で行われる産業祭り（だぞや

い木曽）に、新居町観光協会と連携して水産加工品製造販売している小規模事業者

に対して出展支援を行う。この事業には経営指導員も同行し、販売促進と地域特産

品のＰＲに協力していく。【指針④】 
 
（目標） 
支援内容 現状 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

湖西ﾃｸﾉﾌｪｱ出展企業数 ３事業所 ３事業所 ４事業所 ５事業所
信金ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｪｱ出展数 １事業所 ２事業所 ２事業所 ２事業所

友好都市事業出展数 ２事業所 ３事業所 ３事業所 ３事業所

    

２．地域経済の活性化に資する取り組み 

・現状と課題 

  湖西市の観光客数の推移は平成１７年の８０万人強をピークに毎年減少し、平成２

３年は５０万人を割り込む結果となっている。ここ新居町の観光といえば海水浴とア

サリの潮干狩りが主流だったが、乱獲による近年のアサリの不漁と、旅行形態の多様

化によって海水浴というレジャー人口の減少から厳しい状況になっている。新居町の

もうひとつの特徴としてレジャーの主体は、夏に集中している。冬場の観光誘客と年

間を通じての観光客数の増加を図ることがこの地域の課題である。観光を活性化して

地域に集客するためには地域ブランドを活用した町おこしがポイントになってくる。

新居町商工会は従来から事業委託を受けている新居町観光協会と連携し地域経済の

活性化のため以下の事業を行っていく。 

 

Ⅰ．地域経済活性化の事業並びに新居町観光協会との連携 

   新居関所を中心とした歴史と観光の町づくりを推進するため、湖西市・新居町観

光協会との連携をさらに強化していく。また特産品である牡蠣の“プリ丸”(商標

登録取得済)を湖西市の観光体験施設海湖館を中心に牡蠣小屋事業を展開してい

く。 

   賑わいのある地域づくりのために、「浜名湖オンパク」事業を立ち上げ、地域コ

ミュニティの充実を図っていく。観光誘客に関しては、事業委託を受けている新居

町観光協会と連携し積極的に観光地の情報をホームページ等で発信していく。 

湖西市・新居町観光協会と連携し、毎年１月より３月まで海湖館及び新居関所周

辺で牡蠣小屋を設置し観光客の誘致を行う。 

牡蠣小屋事業は３年目に入って順調に利用客が増加しているが、新居関所周辺へ

の観光集客に直接結びついていない面もある。今後は、海湖館と関所周辺を相互に

結び観光客の交流を活発化していく。（観光庁指定の浜名湖観光圏事業と連携する）



【新規事業追加】 

湖西市･新居町観光協会・ＮＰＯが共同で運営する浜名湖オンパク事業の定着に向

け、プログラムパートナーの育成と協力店舗団体の募集を行い、関所周辺の賑わい

創出、観光交流人口の増加を図っていく。 

 ＊ オンパクの手法を使った地域起こしは、今回初めて取り組む事業。 

  プログラムづくり・スポンサー集め・広報ツールの作成などを準備し事業支援して

いく。観光交流人口の増加を図るため、新居関所の入場人数目標を指標とする。 

 

（目標） 

項 目 現状 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

新居関所入場者数（人） ３２，５０８ ４５,０００ ４８,０００ ５１,０００
牡蠣小屋入場者数（人） １４,２７９ １５,０００ １６，０００ １７，０００

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ情報発信数   ５７回 ６０回 ６５回 ７０回

オンパク会議参加 未実施 ５回 ６回 ７回 

    ＊関所入場者数及び目標は湖西市総合計画の数値を参考 

     オンパク事業は２７年度から開始していく計画。現在先進地の視察を実施。

    ＊オンパクとは「温
・

故知新博
・

覧会」の略称で、地域素材を生かして、新しい魅

力を発信していく試みを意味している。 

 

３．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた他支援機関との連携の取り組み 

【現状の取組み】 

Ⅰ．情報交換に関する事 

 ・専門家派遣事業（ミラサポ） 

  地域プラットフォームに属する支援機関同士が互いに連携し、支援のノウハウ、支

援先の現況等について随時情報交換を行っていく。特に結びつきの強い地域金融機関

の遠州信用金庫とは創業セミナー等で連携を強めていく。 

  また、商工業者の経営相談に個別に対応するため、静岡県よろず支援拠点と連携し

個別相談会や販売促進ゼミナールの開催を積極的に行っていく。 

Ⅱ．経営指導員等の資質向上に関する事（人材育成） 

  職員のスキルアップを図るため、職員人事研修体系に基づき計画的な研修の習得に

努める。静岡県商工会連合会が主催する専門スタッフ研修を始め、外部研修（中小企

業大学校等）に積極的に参加していく。研修受講後は研修報告を提出するとともに、

若手職員のレベルアップを図るための勉強会を定期的に開催する。 

  ベテランの経営指導員と若手職員の同行による巡回訪問を行い、経営指導の実務の

習得を促す。経営革新申請や小規模事業者持続化補助金の申請等の高度で専門的な経

営指導についても OJT により若手職員の能力向上を図る。 

【既存事業の改善について】 

  巡回指導等による情報収集で得られた地域経済の課題・問題点を検討するため、経

営指導員を中心にして情報分析を行う。また、職員が問題点を共有し、今後の支援に

生かすため合意形成のミーティングを随時開催する。経験の少ない職員に対しては、

将来経営指導員に就いても十分な能力を発揮できるように現役の指導員によるマン



ツーマンの指導を行い支援ノウハウの習得に努める。 

 

Ⅲ．事業の評価見直しのための仕組みに関する事（評価・検証） 

 ・成果・評価・見直しの仕組み 

  毎年度、本経営発達支援計画に記載の事業の実施状況・成果については、以下の方

 法によって評価・検証を行っていく。 

① 新居町商工会理事会において、評価・見直しの方針を決定する。 
② 監査委員会において、連携するＴＫＣ税理士法人の税理士を交え、事業の実施状
況・成果の検証を行い、今後の対応策を協議し見直し案を決定していく。その上

で、事業の成果・評価・見直し結果については、理事会に報告し承認を受けてい

く。 

③ 事業の成果・評価・見直し結果を新居町商工会ホームページに公表する。 
URL http://www.arai-shizuoka.jp/ 

 

 



（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（２７年４月現在）

（１） 組織体制 

経営発達支援計画の実施体制 

   商工会長の指揮の下、事務局一体で取り組む。 

   実施にあたっては、事務局長・経営指導員２名を中心に事業の推進を図る。 

   特に経営指導員にあっては、高度な経営指導能力の開発と資質の向上が求められ

るため職員研修計画に則り研修の受講を行う。 

   また、若手職員に対しては OJT により支援ノウハウの習得を行っていく。 

新居町商工会の役員は１５名（会長・副会長２名・理事１０名・監事２名）の体制 

事務局は１０名（事務局長・経営指導員２名・経営支援員１名・情報経理相談員２名・

        一般職員１名・パート職員３名）の体制 

（２）連絡先 

新居町商工会 

〒４３１－０３０２ 静岡県湖西市新居町新居３３８０－８ 

TEL０５３（５９４）０６３４  FAX０５３（５９４）５９８４ 

e-meil  arai-s@tokai.or.jp      http://www.arai-shizuoka.jp 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                  （単位 千円） 

 ２７年度 

（２７年４

月以降) 

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

必要な資金の額 105,000 104,500 104,000   

 

 経改事業費 

振興事業費 

 管理費他 

 

 

44,350 

14,850 

45,800 

45,500

14,500

44,500

45,500

14,300

44,200

  

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、記帳手数料、静岡県補助金、湖西市補助金、労働保険事務事業受託費 

商工貯蓄共済事業等受託費、 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 



（別表４） 

 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に

関する事項 

連携する内容 

創業セミナー 

近い将来創業・起業をお考えの方のお手伝いをするセミナーを開催する。 

セミナーにおいて、創業初期段階の相談・各種支援制度の紹介・創業資金調達の相談等

に対応するとともに、事業計画の策定等の助言を行う実践的な内容とする。 

連携者及びその役割 

遠州信用金庫（代表理事 守田 泰男） 

〒４３０－８６８９ 静岡県浜松市中区中沢町８１－１８ 

TEL ０５３（４７２）２１２７ FAX ０５３（４７２）２１６４ 

えんしんスタートアップ相談窓口を開設し創業者の相談に応える体制を整えているため

セミナー参加者の掘り起し・創業資金の応援等をする役割を担う。 

 

連携体制図等 
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